
公益財団法人戸髙育英会 育英会館利用規定 
 

１．使用申込みについて 

①施設利用者は、青少年健全育成団体及び地域社会の発展、活性化に貢献する団体に限ります。 

青少年健全育成活動団体及び地域社会の発展、活性化に貢献する団体については、２ヶ月前より仮予約を承り 

ます。 

 

②当会館のご使用は、必ず電話、ファクシミリまたはご来館によりご確認のうえ、ご予約下さい。 

後日、使用の諾否を通知させていただきます。 

 

③当会館を利用する際は、必ず一般成人の代表者１名を置き、ご使用の申込みは、本規定をご理解のうえ、「公益

財団法人戸髙育英会 戸髙育英会館使用申込書」に必要事項を記入し、提出ください。なお、その代表者は当

会館の利用に関する全責任を負うこととします。 

 

④また、申込みをされることによって、本規定の内容をご承諾頂いたものとさせて頂きます。 

 規約内容は、必要に応じて変更することがありますので、当会館をご使用の際には、事務局前の掲示板に掲載 

されている最新の利用規約をご参照ください。 

 

２．利用時間 

①利用時間は、午前８時から午後９時迄となっております。（但し、土・日・祝祭日・お盆・年末年始・休館日を 

除きます。） 

 

②利用時間は、利用の際の準備と後片付けの時間を含む入・退出時間となっております。会議室利用についても、 

設営及び撤去は、ご予約時間内でお願い致します。 

 

③利用時間の延長・変更は、当会館が認めた場合のみご利用いただけます。 

 



３．飲食・ゴミ処理 

①当会館内での飲食については、当会館にて制限した場所内にてお願いします。 

また、ゴミについては、各自お持ち帰り頂く様お願いいたします。なお、館内での飲酒は厳禁とさせて頂きま

す。 

 

４．ご利用上の注意点ならびに禁止事項 

①当会館内での裸火（含む電熱器）等の使用はご遠慮ください。 

 

②当会館内、壁・天井・柱等、一切の貼り紙を原則禁止とします。 

 

③他のお客様の迷惑になるような行為はご遠慮ください。 

 

④消防署の指導、及び健康増進法の施行により、会館内は禁煙です。喫煙は、所定の位置にてお願いいたします。 

 

⑤消防署の指導により、荷物等は廊下、階段等に置かないでください。 

 

５．事故・盗難管理責任 

①ご利用期間中に、搬入物品等が盗難、火災、その他損害を被っても、当会館は一切その責任を負いません。 

 

②防犯、防災には充分ご注意を払っていただき、必要により保険をお掛けください。 

 

③当会館内の建造物、設備、備品等を破損・汚損させた場合は、その損害の賠償請求をすることがあります。 

 

６．ご利用のお断り 

①ご利用決定後またはご利用中においても、使用申込書記載の使用目的と内容が異なる場合や使用規則に反した

とき、当会館の管理、運営上不適当と判断された場合は、ご利用を取消し又は中止させて頂くことがあります。

その際の損害については、当会館は一切の責任を負いません。 

以  上 


